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槻木ケアス
柴田町社会福

録随時受付

ふれ
柴田町社会

方々に、地域

ービスを提供す

住みなれた

く楽しく暮ら

しています。 
 

テーション直通 TEL･FAX ０２２４ -５６ -４４８８ 
祉協議会・ボランティアセンターTEL ０２２４‐５８‐１０７７ 

FAX  ０２２４‐５８‐１０７０ 

《申し込み・問い合わせ先》

中 

あいネットワーク互助事業とは 
福祉協議会会員世帯で、日常生活でお困りのことが起きた

の人々の中から参加した協力会員が日常生活を支援するサ

る事業です。 
町で、住みなれた家で、家族や心の通う人々の中で、明る

せるような助け合いと思いやりの町をつくることを目的と



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

誰でもできる、比較的簡単な 
サービスで次のようなものです。 

●調理・食事の世話 
●衣類等の洗濯・掃除・整理整頓 
●買い物 
●移送（車によるショートステイの送迎や通院の介助）
●話し相手 
●軽易な身の回りの世話 
●ハンディキャブ（障害のある方の社会参加）
●子育て支援 
●理美容 
●その他の相談に応じます 

 

年度登録料 ···
（加入申し込み日から

 
利用券 ·······
（１日４時間・１週1

※利用券一枚につき

別途手数料がかかり

 また、車による移送

 （ガソリン代）がかか

 
    

 
   

協 力利 用 会 員 

利用券

支 払 
⑤

家事援助の提供、その他の

手助けが必要な方 

柴田町社会福祉協議会会員世帯

※１:利用券発行の際は事務手数料として、１枚／10円がか

※２:利用券換金の際は事務手数料として、１枚／５円がかか

家事援助の

手助けがで

 

 

④
家事援助

提 供 

③
協力依頼

利用券 
発 行 

②※1
利用の 
申し込み

① 

 
 
 

⑥※2 
利用券 
換 金 
 

············· 1,000 円
当該年度の３月31日まで） 

··········· 30 分 300 円
6時間以内） 

販売は１０円、換金は５円

ます（上記参照）。 

介助の場合、1km当り２５円 

ります。 

会 員 

かります。 

ります。 

提供、その他の

きる方 


